
◎掲示期間 2026年 6 月 16 日 ～2026年 12月 31 日 

 

公 告 
 

第 54回通常総代会において、2025年度（2025年 4月 1日～2026年 3月 31日）の決算が確定し、

剰余金処分が決定しました。剰余金割戻について下記の通りご報告いたします。 

 
2026年 6月 16日 

市民生活協同組合ならコープ 

理事長 福西 啓次 
 

 

１．剰余金割戻の取扱について 
 

1） 剰余金の割戻を受けることのできる組合員

は、2025 年度末現在の組合員で、かつ総代

会当日に在籍している組合員です。  

2） 出資額に応ずる割戻（出資配当）は、2025

年度末の出資金残高を対象に計算します。

年度途中の増資は日割り計算します。 

3） 割戻の額及び払戻手続などは、7 月上旬に、

共同購入（班）・こまどり便（商品宅配便）

をご利用のみなさまには、配達時の「請求

明細書兼お届け表」に同封してご案内しま

す。店舗およびその他でご利用のみなさま

には、郵送にてご案内いたします。 

 

 ２．2025年度 剰余金割戻 
1) 利用分量割戻 

 
無店舗事業（共同購入・こまどり便・受
取ハウス）・店舗事業での利用分量割戻を
実施することができませんでした。なお
ＣＯ･ＯＰ共済はコープ共済連からの割
戻となります。詳しくは9月にコープ共
済連から郵送にてご案内いたします。    

 

2) 出資配当 

  配当率 年 0.30％（税引後 0.23％） 

（源泉所得税及び復興特別所得税 

20.42％が課税されます） 
 

３．剰余金割戻の請求方法 
 
1） 出資額に応ずる割戻（出資配当）、出資預り

金は 8月に合算し、1,000円以上となる場合

は 1,000 円単位で出資金に振り替えます。

1,000 円未満は出資預り金としてお預かり

いたします。 

 

2） 出資配当金、出資預り金の合計額を払戻され

る場合は手続が必要です。 

受付期間： 7月 1日～8月 31日 

受付窓口： 配達担当職員または 

            店舗サービスコーナー 

振込日 ： 9月 15日

 

２０２５年度 

剰余金割戻のお知らせ 


